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令和２年５月定例教育委員会 会議録

５月定例教育委員会を令和２年５月１２日（火）午後１時３０分 市役所３０１

会議室に招集する。

◆出 席 者

教 育 長 滝 誠

教育委員 教育長職務代理者 髙木浩行 委員 紀藤統一 委員 田中秀佳

委員 奥村康祐 委員 小倉志保 委員 堀 美鈴

事 務 局 中村教育部長 矢野子ども・子育て監 長瀬学校教育課長

神谷主幹 山本文化スポーツ課長 中村歴史まちづくり課長

上原子ども未来課長 長谷川指導主事 永濱指導主事

記録者 和泉知子

傍聴者 ０名

◆次 第

１ 開会

２ 教育長報告

（前回会議録の承認）

３ 付議事件の審議

第４号議案 犬山市社会教育委員の委嘱について

第５号議案 犬山市図書館協議会委員の任命について

第６号議案 犬山祭伝承保存委員会委員の委嘱について

第７号議案 史跡東之宮古墳整備委員会委員の委嘱について

第８号議案 犬山市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関

する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正について

４ 通信及び請願

５ 協議・連絡

（１）後援名義使用承認に関する報告

（２）第２期犬山市子ども・子育て支援事業計画について

（３）令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金について

（４）６月・７月行事予定表について

（５）令和２年度学校四役等一覧表について

（６）議会の議決を経るべき事件

（７）いじめ防止に向けて

（８）新型コロナウイルス対策の状況について

６ 自由討議

７ その他

８ 閉会
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◆議事内容

教 育 長：

開 会

ただ今より５月定例教育委員会を開催します。

教 育 長：

教育長報告

皆さんこんにちは。新型コロナウイルスですけれども、もう世界の感

染者が４１１万人、死者も２８万人という状況であります。特に、欧米

では、手の施しようの無いような状況が続いているわけでありますけれ

ども、一部、企業等が再開をするというような動きもあるわけですけど、

恐いな、どんどん広がっていくのではないかという気がしているわけで

あります。日本国内でも、幾らか減少傾向は見せ始めてはいるわけであ

りますけれども、感染者が１万６千人、死者が６７０人に上っており、

いまだに予断を許さない状況が続いているわけであります。

こうした中でありますけれども、５月４日、国は緊急事態宣言を５月

の末日まで延長することを決定いたしました。これを受けて愛知県で

は、大村知事が４つのことを言っております。１つは、小中学校の休業

が５月３１日まで延長する。もちろん、要請をしているわけであります。

２つ目は、５月２０日までは登校させないけれども、２１日から５月末

日までは、授業再開に向けての準備期間として、臨時登校日を設けると

いうことです。３つ目は、６月１日から１４日までの２週間であります

けれども、分散登校によって、徐々に通常の教育活動に戻していきたい。

そして最後４点目ですが、６月１５日からは、３密などの感染リスクを

最大限に回避する措置をとりながらも、通常通りの教育活動を行ってい

くと。そんなことを要請したわけであります。

この臨時休業期間でありますけれども、全国の市町の各小中学校では

様々な取り組みがなされております。これはもう、新聞でもテレビでも

報道されているわけでありますけれども、犬山では授業の遅れを出さな

い、子ども達に格差を生ませないということを目標にいたしまして、新

しい教科書を入学式・始業式の折に配布しまして、それを使って予習を

するというようなプリント学習に取り組ませたり、各学校のホームペー

ジで学習支援を行ったり、或いは教科書会社が作成をした動画を、閲覧

しやすいようにしたりするなど、様々な対策を行ってきているところで

あります。特に受験を控えた中学校３年生。そして授業日数はもともと

他の学年より少ない中学校３年生でありますけれども、そういった生徒

を対象にいたしまして、国社数理英の５教科については、４中学校から

各教科の代表教員を選出いたしまして、４校共通の学習プリントを作成

し、配布をしたところであります。学習効果を高めるために、その４校

の先生方が共同で自作動画を配信するということも、昨日から始めてい

るところでございます。今月の１８日からは学校と家庭とをオンライン

で結んで、双方向によって朝の会から始めて、徐々にオンラインの授業

に繋げていくような試みもスタートさせたところであります。

本日の会議では、夏休み期間の短縮をはじめ、コロナ対応についてい
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ろいろご協議をいただく、或いはご決定をいただくというようなことが

たくさんあるわけでありますけれども、慎重審議いただけることをお願

い申し上げまして、教育長報告とさせていただきます。本日はどうぞよ

ろしくお願いいたします。この後、前々回の定例教の会議録を回させて

いただきますので、お目通しをいただき、ご署名をくださるようにお願

いをいたします。

それでは、付議事件の審議に入ります。次第には４号議案から書かれ

ておりますが、先回定例教が書面での会議となっております。４月の付

議事件３点につきましては正式な決定がなされておりませんので、この

場を借りまして１号２号３号についてもご承認をいただけるかどうか

ということを改めてお伺いしたいと思います。

教 育 長：

第１号議案

第１号議案「犬山市スポーツ推進委員の委嘱」についてですが、新た

にお一人新規で、後の方は継続ということです。全部で２１名の方のお

名前が上げられておりますが、これについて何かご意見ご質問はありま

せんか。特にないようです。

では、第１号議案について、お認めいただけますでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。

教 育 長：

第２号議案

第２号議案「犬山市文化の薫り高いまちづくり事業選定審査会委員の

委嘱」についてですが、５名の方のお名前が上げられております。これ

について何かご意見ご質問はありませんか。特にないようです。

では、第２号議案について、お認めいただけますでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。

教 育 長：

第３号議案

第３号議案「犬山市プロポーザル審査委員会委員の委嘱」についてで

すが、７名の方のお名前が上げられております。これについて何かご意

見ご質問はありませんか。特にないようです。

では、第３号議案について、お認めいただけますでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。前回本来ご承認をい

ただくべき１号２号３号につきましては、本会議の冒頭でご承認をいた

だきましたということで確認をさせていただきます。

では改めて、本日の付議事件の審議に入りたいと思います。

教 育 長：

第４号議案

第４号議案「犬山市社会教育委員の委嘱」について、事務局お願いし

ます。

山本課長： 社会教育法第１５条並びに犬山市社会教育委員設置条例第１条の規
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定により別紙のとおり委嘱するものです。この案を提出しますのは、犬

山市社会教育委員の委嘱任期の満了に伴い、委員を委嘱する必要がある

からです。次ページの名簿をご覧ください。任期は令和２年６月１日か

ら令和４年５月３１日の２年間です。委嘱をさせていただきたい委員は

９名で、全て継続です。説明は以上です。

教 育 長： 今提案があったとおりですが、ご意見ご質問があるようでしたらお願

いします。特によろしいですか。ご異議はないようです。

では、第４号議案「犬山市社会教育委員の委嘱」について、お認めい

ただけますでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。

続いて、第５号議案の審議に入ります。

教 育 長：

第５号議案

第５号議案「犬山市図書館協議会委員の任命」について、事務局お願

いします。

山本課長： 図書館法第１５条及び犬山市立図書館の設置及び管理に関する条例

第６条の規定により別紙のとおり任命するものです。この案を提出しま

すのは、犬山市図書館協議会委員の辞職に伴い、犬山市図書館協議会委

員を任命する必要があるからです。１枚ページをはねていただいて、名

簿をご覧ください。現６名のところ、任期の途中で２名の方が辞職をさ

れましたので、新たに今回任命する委員として２名の方のお名前が上げ

てあります。説明は以上です。

教 育 長： 今提案があったとおりですが、ご意見ご質問があるようでしたらお願

いします。特にご異議はないようです。

では、第５号議案「犬山市図書館協議会委員の任命」について、お認

めいただけますでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。

続いて、第６号議案の審議に入ります。

教 育 長：

第６号議案

第６号議案「犬山祭伝承保存委員会委員の委嘱」について、事務局お

願いします。

中村課長： この案を提出いたしますのは、犬山祭伝承保存委員会委員を委嘱する

必要があるからです。次ページの委員名簿をご覧ください。委員は１０

名で全て継続でございます。この委員会は教育委員会の諮問に応じまし

て、犬山祭の車山及び行事の保存、修理等に関する事項について調査及

び審議するために設置されるものです。委員会の開催は、全体会議を年

２回、専門部会を必要に応じて開催します。なお本会議の女性比率は１

０％となっております。説明は以上です。

教 育 長： 今提案があったとおりですが、ご意見ご質問があるようでしたらお願
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いします。特によろしいですか。

では、第６号議案「犬山祭伝承保存委員会委員の委嘱」について、お

認めいただけますでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。

教 育 長：

第７号議案

第７号議案「史跡東之宮古墳整備委員会委員の委嘱」について、事務

局お願いします。

中村課長： この案を提出いたしますのは、史跡東之宮古墳整備委員会委員を委嘱

する必要があるからです。次ページの委員名簿をご覧ください。委員は

７名で全員継続でございます。この委員会は犬山市附属機関設置条例に

基づき、史跡東之宮古墳整備委員会を設置するものでございまして、教

育委員会の諮問に応じまして、史跡東之宮古墳の適切な保存及び活用を

図るための調査等に関する事項につきまして審議するものでございま

す。委員会の開催は年３回を予定しております。女性比率は０％となっ

ております。説明は以上です。

教 育 長： 今提案があったとおりですが、ご意見ご質問があるようでしたらお願

いします。特によろしいですか。ご異議はないようです。

では、第７号議案「史跡東之宮古墳整備委員会委員の委嘱」について、

お認めいただけますでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。

教 育 長：

第８号議案

第８号議案「犬山市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担

に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正」について、事

務局お願いします。

上原課長： この案を提出いたしますのは、幼児教育保育の無償化対応に伴いまし

て、子ども・子育て支援システム改修による利用者負担額決定通知書及

び利用者負担額変更決定通知書のレイアウト変更のため必要があるか

らです。具体的な変更点につきましては３ページをご覧ください。４月

から８月までという表に「所得階層別負担額」という文言が入っており

ました。この部分を取り払い空白にするものです。説明は以上です。

教 育 長： 今提案があったとおりですが、ご意見ご質問があるようでしたらお伺

いしたいと思います。特にないようです。

では、第８号議案「犬山市子どものための教育・保育給付に係る利用

者負担に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正」につい

て、お認めいただけますでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。

通信及び請願
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教 育 長： 通信及び請願はありますか。

事 務 局： ありません。

教 育 長：

協議・連絡

協議・連絡に移ります。

では「後援名義使用承認に関する報告」について、お願いします。

山本課長： ３月２７日から４月１５日までの承認分となっております。承認した

５件のうち、実施するというものが２件ございます。どちらも継続案件

です。残念ながら承認はしましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防

止対策のために、中止・延期の連絡を受けた事業が３件あります。「犬

山おあしす（あいさつ）運動」は１年を通じて行いますが、６月までの

事業内容は中止します。７月以降は状況をみながら決定するということ

です。以上です。

教 育 長： ただ今説明があったとおりです。何かご意見ご質問がおありでしたら

お伺いしたいと思います。ご異論はないようですので次へいきます。

「第２期犬山市子ども・子育て支援事業計画」について、事務局お願い

します。

上原課長： こちらの計画の策定目的につきましては、すでに平成２７年から平成

３１年度「犬山市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、今後も引き

続き子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環

境を引き続き整備することを目的としまして、改めて令和２年度から令

和６年度を計画期間としました「第２期犬山市子ども・子育て支援事業

計画」を策定したものであります。

今回の計画の位置付けでありますが、子ども・子育て支援法第６１条

の規定に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」であり、その内

容に沿いまして、教育・保育及び地域・子ども子育て支援事業の量の見

込、確保内容、実施時期、業務の円滑な実施に関する内容を定めた計画

でございます。また第５次犬山市総合計画を上位計画とし、「第２次み

んなで進めるいぬやま健康プラン２１」などの関連計画、また愛知県の

「あいちはぐみんプラン」等の計画との整合性を図りながら、子ども・

子育て支援事業計画における施策を今後推進して参ります。

計画期間につきましては、先ほど申し上げました、令和２年度から令

和６年度までの５年間であります。

今回の策定に当たりまして、策定の経過をご報告させていただきま

す。平成３０年度につきましては、子ども子育てに関するアンケート調

査を実施させていただきました。就学前児童の保護者及び小学生児童の

保護者に対しアンケート調査を行い、回答をいただいたものでございま

す。その回答を踏まえまして、平成３１年度、会議を行い、１２月にパ

ブリックコメントの実施、また令和２年１月には子育てタウンミーティ

ングを実施させていただき、皆様からの意見を頂戴いたしまして、第２

期子ども・子育て支援事業計画に盛り込んだものでございます。説明は
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以上です。

教 育 長： 今説明があったとおりですが、これにつきましてご意見ご質問がおあ

りでしたら、お伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。

紀藤委員： 策定経過の平成３０年度の幼児教育・保育の無償化はわかりますが、

平成３１年度の７月にも何か無償化の話し合いをされたわけですか。

上原課長： 無償化につきましては、実質的には３１年度の１０月から施行させて

いただくことになりました。ただ、保育料が３歳以上は無償化になるこ

とであったり、給食費が実費徴収になるということで、かなり大きく変

わることがございましたので、事前に情報提供ということで、３０年度

に一度ご案内をさせていただき、さらに直前の令和元年の 7月にもご案

内をさせていただいたということで、２項目に分けてご説明をさせてい

ただいております。

教 育 長： 他によろしいでしょうか。では次へいきます。

「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」について、事務局お願い

します。

上原課長： 令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金ということで、こちらでご

説明させていただきます。具体的な予算につきましては、後ほど、議会

の議決を経るべき事件のところでご説明をさせていただきます。この場

では、概ねの概要をご説明させていただきます。お手元の資料№３をご

覧ください。こちらの資料につきましては、５月中旬に改めて、この手

当の給付金の対象者になる方に、きちんと日にちをお示ししてお送りす

る文書の一部を今回こちらにご提供させていただきました。臨時特別給

付金の目的は、コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世代の

生活を支援するためということで、児童手当に１万円を加算して給付す

るものでございます。

一番上に「申請は必要ですか」とございますが、今回の臨時特別給付

金につきましては、改めて申請は不要とさせていただきます。従って、

５月中旬に対象者の皆さんに案内はさせていただくことを考えており

ます。給付金額は、対象児童１人につき１万円でございます。支給時期

でございますが、今現時点では、６月１２日振り込み予定で準備を進め

ているところであります。ただ、あくまでも振り込み予定でして、金融

機関の都合により若干遅れる場合が想定されますので、そういったこと

も含めてご案内しようと考えております。以上が概要ではございます

が、ご案内として報告させていただきます。

教 育 長： 今説明があったとおりですが、これにつきましてご意見ご質問がおあ

りでしたら、お伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。

教育長職務

代理者：

確認だけさせてください。予算の資料を見ると児童手当を受給する保

護者の総数が６，５００人に対し、臨時特別給付金対象者数が５，８０

０人というのは、約８割に対して支給されるということで、所得制限の

掛かっている以外のほぼ全員の生徒に支給されるということでよいで
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すか。

上原課長： そうでございます。

教 育 長： 他にはどうでしょうか。ないようですので次へいきます。

「６月・７月行事予定表」について、事務局お願いします。

長谷川指導

主事：

６月・７月の行事予定、それから学校訪問についてですが、学校訪問

の変更点も出そろってきましたので、この場をお借りして学校訪問の提

案もさせていただきますのでよろしくお願いします。学校訪問につきま

しては、資料を２枚配布させていただきました。今年度は新型コロナウ

イルス感染症拡大防止、それから各学校の状況を鑑みまして、大きく２

点の変更をお願いします。１点目ですが学校訪問の内容につきまして

は、公開授業は今年度は行いません。帳簿点検、校長との懇談のみとい

うことでお願いしたいと思います。ただ状況が変わってくれば、授業参

観という形で実施することは可能になって参りますのでよろしくお願

いします。２点目ですが今後につきましては、基本的には市町の指導主

事のみということで進めて参ります。ただし一部の学校につきまして

は、尾張教育事務所の訪問も実施いたします。日程は別紙にもございま

すが、基本的には４月当初に立てられた日にちで行います。変更点、日

程、分担につきましては、お手元の資料をご覧ください。なお、教育委

員の訪問につきましては、各市町の対応ということになりますので、ご

希望がございましたら長谷川までお申し付けください。

それでは月予定に戻ります。６月７月の行事予定ですが、現時点での

予定ということで、このような状況ですので、中止になった行事、後期

に延期になった行事、現在、まだ未定のものもございますので、かなり

空欄が目立っております。学校訪問につきましては６月７月に６回の予

定になっております。現在、中学生の部活動、中小体の関係が県大会ま

では中止と決定しておりますが、西尾張大会、管内大会、陸上大会につ

いては、まだ中止という決定の連絡はいただいておりませんので、また

決定しましたら行事計画表等にも反映していきたいと思います。あとは

７月の後半ですが、おそらく授業が入ってくると思いますが正式に決定

しましたらお知らせしていきたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。以上です。

教 育 長： 学校訪問は、５月２５日羽黒小学校がスタートを切るわけですが、臨

時休業期間中で子どもも来ておりませんが、予定通り行うということで

す。前期がこのような状況ですので、前期後期で大きな差があってはい

けませんので、今年は後期も同じような扱いでいきましょうということ

です。これまでは学校訪問には教育委員の皆様にご参加いただいて、授

業をご覧いただき、給食を召し上がっていただきというようにされてい

ましたが、今回は授業を見る場面がありません。帳簿点検が主でありま

す。ただ、どうしても学校が見たいというご希望があれば、見ていただ

くことは不可能ではありません。また、ご希望をお聞きしたいと思いま

す。何かご質問はございますか。
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奥村委員： 例えば遠隔授業をやっているところを見させていただくということ

とか、今、小学校はどのような動きをされているのか、そういう特別な

状態への対応、学校の状態というのを確認させていただくことができる

かどうか伺いたいです。

長谷川指導

主事：

先ほど教育長からお話ありましたが、現在、中３の方で動画の公開、

それから今週につきましては、双方向のオンライン授業を目指しまし

て、今準備に取りかかっているところです。早ければ１８日以降、中３

につきましては、双方向のオンライン授業を開始できたらなということ

で準備を進めているところですが、今後、中学校から少しずつ広げてい

くというような考えではおりますが、丁度学校訪問のタイミングでそう

いった授業のタイミングと合うかどうかというのは、何とも言えない部

分があります。今のところ、まだ決定ではないですが、予定としては６

月からまずは分散登校。そしてその後、通常の授業に入れたらなという

ことで、今のところ話し合っているところですが、そうなってくると、

ズームの授業を作っている様子を見ていただくとかではなくて、子ども

が来ておりますので、通常の授業しているところを公開授業という形で

はなくて、ざっと参観していただくということは可能かなと思っており

ます。

教 育 長： 今、オンラインで考えているのは、中３対象なんですよね。しかも、

臨時休業期間でありますので、５月２５日学校訪問の羽黒小学校は、オ

ンラインの授業はなされてない。それから、例えば６月にひょっとして

休業延長というなことが全くゼロではないんですけれども、６月１日の

池野小学校も性質が違うものですから、もしそういう場面をご覧いただ

くとするならば中学校ですので、例えば６月２２日、もし休業が延長さ

れているとするならば、この東部中学の学校訪問はそういう状態で行わ

れる可能性はあるということです。

例年と学校訪問のスタイルが違うものですから、例えばご予定を調整

していただいて、学校現場に足を受けていただくことを、これまではお

願いしていたんですけれども、今年度については変な意味ではなくて、

ご都合がつく時だけお出でいただければいいですということです。また

後ほど、ご希望を一覧で提出をしていただくことになると思います。

紀藤委員： 質問よろしいですか。校長先生との懇談のみとするというのは、教育

委員との懇談と捉えればいいですか。

長谷川指導

主事：

基本的には市町の指導主事が、校長先生と懇談するということです。

あとは一部の学校につきましては尾張教育事務所より各指導主事がみ

えますので、その方との懇談も考えております。

紀藤委員： いつも教育委員がやっていただいていたようなものは、ないと捉えれ

ばいいですね。

長谷川指導

主事：

今年度につきましては、予定はしておりません。
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教 育 長： 昨年度までは退職校長のところに課長が訪問していましたが、本年度

からは、退職校長は指導することはないから、新任校長のところへ行く

というような形になっております。

教育長職務

代理者：

個人的な意見ですが、教育委員が現場へ行って、子ども達の様子、先

生が指導されている様子、それぞれの施設の様子を見る機会はなかなか

実際ないですよね。他市町は代表者の方が行かれるというお話も聞く中

で、これだけ揃って学校訪問に行くのは犬山市が特別だと思っています

が、犬山の良いところだと私は思っています。今年度は特別なのかもし

れませんけど、もし、教育長や管理主事の後についていくという機会が

あれば、個人的にはありがたいな思います。改めて教育委員だけでとい

うのは、現場の校長先生も大変だと思いますので。私は出来れば見させ

ていただきたいと思っています。

教 育 長： ソフトの部分だけではなく、ハードの部分もあるものですから、施設

設備をご覧いただくということもありますね。ご都合がついて是非行き

たいというご希望があれば、お断りをすることはないと思いますので、

個々のご予定を予定表に書いていただいてお知らせいただきたいと思

います。

田中委員： この会議の場で学校の様子、子どもの様子をお伺いすることはできま

すが、例えば各学校の養護教諭の先生に直接話すということは教育委員

にとってすごく大きいので、ご理解いただきたいと思います。懇談とい

っても例年のようではなくてもいいので、意見交換するようなことがで

きればと思います。それから自作の動画を作成されているというお話し

を冒頭に伺いましたけど、その配信された自作の動画をわれわれが見る

ということは可能なのかお伺いしたいです。

教 育 長： ２つご質問ありました。先ほど髙木委員もおっしゃっていました。ご

都合がつけばぜひおいでいただきたいと思います。

動画配信でありますけれども、オープンにしてしまうと、あちらから

もこちらからもアクセスして、肝心の犬山の子ども達がアクセスできな

い。パンクしてしまう可能性があるものですから、各学校の保護者メー

ルでＵＲＬをお伝えしてあります。それだけ、皆さんにお伝えをすれば、

教育委員の６名７名であれば、込み合うことはないですから、また後ほ

ど、これについてはご覧をいただけるような手順をお伝えしたいと思い

ます。なかなか手が込んでいます。頑張ってくれております。他どうで

すか。

奥村委員： 私は、できれば校長先生と懇談をさせていただきたいとお願いしたい

です。今回のコロナの休業などの判断というのは、校長先生方の話し合

いの結果が重視されており、良いご判断をしていただいているというこ

とがあり、もう１つはこういう事態ですので、各学校での判断も非常に

重要になってくるかなというふうに思いますので、そういったところの

校長先生のご判断はどのようにされたのか、お聞き出来ればなと思いま
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す。

教 育 長： 先ほど、指導主事と校長との懇談と、長谷川先生が説明されましたが、

今までは校長と教育委員、管理主事、課長等含めた懇談でしたね。だか

ら懇談を朝一のところではなくて、給食の前、或いは給食の後のところ

に入れていただくと、学校の中も施設も見ていただく。懇談と給食をセ

ットでやっていただけるので、そのような組み方をされれば都合がいい

かもしれませんね。あえてかしこまってどうこうではなくて、学校現場

の話も聞きたいという教育委員さんのご要望もあるので、原則例年のよ

うにご都合付く教育委員の方はお越しいただくという形でどうかなと

思います。他どうですか。よろしいですか。ではいろいろいただいたご

意見を基に、今年度の学校訪問は例年とは少し違うわけですけど、教育

委員さんにもご覧をいただける場を作っていきたいなと思います。では

次へいきます。

「令和２年度学校四役等一覧表」について、事務局お願いします。

神谷主幹： 犬山市で新任、或いは他市町から着任された校長は４名です。新任教

頭は５名です。緊急な要件がある場合は、私ども事務局を通していただ

けるといいと思いますが、お持ちいただいて、必要である時にご活用く

ださい。取り扱いはご注意ください。以上です。

教 育 長： これについてはよろしいですか。では次へいきます

「議会の議決を経るべき事件」について、事務局お願いします。

<非公開>

教 育 長： 引き続き非公開の「いじめ防止に向けて」を行います。

「いじめ防止に向けて」

学校休業中のため報告事案及びこれまでの継続事案についての説明

はなし。不登校児童生徒数について説明、以下の意見、説明があった。

・自粛で家にいるので虐待等が心配される中で、子どもも親も自宅で

イライラしているが保育園や市の方からは何の声かけもないと、他市

町の保護者から聞いているが、犬山市では休んでみえる家庭に対し

て、何かやってみえるかお聞きしたい。

・犬山の子ども未来園や幼稚園では、登園自粛にご協力いただいてい

るご家庭に、週に１度、電話を入れさせていただき、お子様や保護者

の方の様子をうかがっている。また、保護者の方からの子育て相談の

お電話もあり丁寧に対応している。

・不登校児童生徒数が全国や愛知県、他市町も平成２７年２８年に急

に増えているが、何が原因と考えるか。また、全国や愛知県と比べて

本市や他市町の数が多いが何か手立てを考えているか。

・増えた原因については十分な分析は県からも聞いていないし、われ

われも出来ていない。この地域の市町に多いのは、何か正しいと思っ

て行っていることの中に、子どもを追い詰めていることがあるかもし
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れない。例えば、部活動後の陸上練習は、子ども達を大きく成長させ

るが、自主参加なのでやらない子を駄目な子だと思わせているとか、

参加して満足感はあっても疲れがたまっているとか。オンとオフを上

手く使い分けさせていないのかなと個人的には分析している。関わる

方達と情報を共有して解決策を共に探しているという状況だ。

・学習支援コンサルタントを導入したり、特別支援教育支援員を多く

配置したり対策はしているが、多少の数の減がその効果なのか断定は

できない。

・永遠の課題だが、強く意識をして教育施策を進めていきたい。

・今回の遠隔授業を不登校の生徒がどれ位利用して繋がっていてくれ

るかを見ていただきたい。中３だけでなくこれから中学生全体に範囲

を広げてやっていけば、より多くの生徒と繋がることになる。今の利

用人数を把握するのは大事だと思う。

・不登校との相関性の調査をする。タブレットの借用やイーライブラ

リーの活用はすぐに把握できるが、動画配信を見ているかどうかは本

人に聞かないとわからないので少し時間が必要だ。

・犬山市ではネット環境がない子が置き去りにならないよう、プリン

ト学習が中心になっている。

教 育 長： 続きまして「新型コロナウイルス対策の状況」について、事務局お願

いします。

長瀬課長： 資料の№９をご覧ください。４月２８日には、小中学校の再開は困難

であるので、今月末まで臨時休業を延長するというお知らせを保護者さ

ん及び市民の皆様に、ホームページで公開をしています。

教育長からお話がありました動画の配信等については、３の（２）強

化する取組のところに書いてあります。①全学年対象のデジタルコンテ

ンツ（動画の活用）ということで、こちらは４月３０日から犬山市教育

委員会のホームページ、新たなサイトを立ち上げまして、そちらで閲覧

できるようにしています。②中学校３年生に特化した支援ということ

で、インターネットの環境がないご家庭については、学校にあるタブレ

ットの端末を、設定を変えてお貸しをしています。昨日からは、中学校

の教科の先生方が作成された動画の授業の配信がされています。また、

１８日以降については、ズームを使って双方向の環境を整えようという

ことで、今、作業中です。

自主登校についてということで、５月７日から２７日までは自主登校

期間を設けています。

続いて３ページをご覧ください。「インターネットでの学習支援に関

するお知らせ」ということで、タブレットをお貸ししますというご案内

を中学３年生の保護者の方に行いました。

４ページをお願いします。こちらについては児童クラブ利用保護者の

皆様へ、学校を休業するので、同様に５月３１日まで児童クラブの実施

の延長をしますということで、お伝えをしています。
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併せまして５ページをお願いします。こちらは犬山幼稚園保護者の皆

様へ、お知らせをした文書になります。こちらについても、幼稚園は５

月３１日まで臨時休業するということで、ご案内をさせていただきまし

た。

今日お配りしました№９－２につきましては、神谷主幹から説明させ

ていただきます。

神谷主幹： 今後のことになりますので、まだ確定していない部分もありますが、

方向性をお示してご意見を賜ればと思います。

資料№９－２「新型コロナウイルスへの対応のための臨時休業措置の

中止と臨時登校について」です。

１、学校再開は６月１日で、分散登校を行います。

２、分散登校期間は６月 1日から１２日。小学校は通学団をグループ

として、学校を大きく２つに分けて、1日おきの登校。中学校はクラス

を何らかの方法で２つに分けて、午前と午後に分けての毎日の登校。中

学校は３年生の授業時数の確保と、毎日登校して生活のリズムを早く取

り戻させたいという学校からの要望を受けて、小学校と中学校と違う形

にしようとしております。

３、給食について。感染の可能性が高い活動になりますので、食事の

活動を縮小したいと考えております。しかし、小学校が一日おきで終日

いますので、食を提供しなければいけません。ですから、給食室で調理

したものを、調理員が個別の容器に配膳するという形で、感染のリスク

を大きく下げて提供します。ですから、食の提供は子ども達は自分が食

べる前にその食に触るのは、担任が触るかどうかわかりませんが、調理

員か担任だけという状態になります。

４、健康管理についてです。健康観察カードは既に出来ています。そ

れには、家庭での体温計測の結果を書くなどが盛り込まれています。忘

れる子のために非接触型の体温計を用意しましたので、学校に渡しま

す。児童生徒が下校した後に、次亜塩素酸を使って毎日消毒します。石

鹸による手洗いとうがいが感染予防の中心ですが、手指消毒用のアルコ

ールも多数の教室に設置しようと思っています。

５、臨時休業期間の家庭学習は、充実したものを行ってもらっていま

す。それを評価・補充学習に繋げる活動をこれから行って参ります。そ

れによって授業の効率化を図り、少なくなるであろう授業数のカバーを

行って参ります。臨時休業期間を補充するための、新たなカリキュラム

を作成します。学習につまずきがある児童生徒のために、新たな人材を

確保して休日の補修等を計画したいと、今、進めています。

６、授業時間の確保については、夏季休業を８月８日から８月２３日

とし、残りの７月、８月は授業日とします。

７、学習指導の環境整備です。３密を防ぐ対策を徹底的に行って、ご

家庭に安心していただける状況を作ります。出席停止等で長期欠席をす

る児童生徒に対しては、学習の支援を実施します。
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１０、臨時登校日を設ける可能性があります。変則の登校を行わせま

すので、それらのことをきちっと対面で指導するべきではないかという

意見もありますので、臨時休業期間中ですけれども、臨時の登校日を設

ける学校が出てくるかもしれません。

ご意見をいただく部分と、ここでお決めいただく部分と切り分けてい

ただいて、審議を進めていただけると助かります。お願いします。

教 育 長： 今説明があった通りでありますけれども、特に教育委員会で決定をし

ていただく必要があることは、夏季休業の期間ですね。学校管理規則に

は、７月２１日から８月３１日とうたってあるはずですので、先日、校

長会で夏休みを短縮するということについては、もうどの校長も覚悟は

しております。現時点では、先ほど神谷主幹の方からお話をさせていた

だいたとおり、実質的な夏季休業は８月８日から８月２３日までの１６

日間。あとは授業日というふうに、先日の校長会でも校長先生方は了解

をされています。これについてどうですか。教育委員の皆様方はどうお

考えになりますか。校長会の意向はお伝えしますが、決定するのは教育

委員会ということです。

堀 委 員： 近隣の市町は全て同じですか。

教 育 長： １日２日は違うかもしれませんが、だいたい同じです。

教育長職務

代理者：

地域の特性と言いますか、学校の特性というものが出てくると思いま

す。教室はエアコンが完備されてほぼ大丈夫だろうなと思いますが、多

分話は出たと思いますが、登下校の問題をすごく気にします。特に小学

校の低学年の子達。長い子だと１時間近くかけて登下校していますよ

ね。まだ、街の中だと日蔭があったりして、途中で休憩して水筒のお茶

を飲んでいる光景を見たりすることがありますけど、例えば城東の四季

の丘の子達。あそこは田んぼの中を延々と１時間歩いてくるようなこと

になるわけですよね。梅雨明け以降の８月の一番暑い時だけは、熱中症

の発生をものすごく気にするわけで、例えば学年によってとか、地域に

よって多少裁量でということが可能なのかどうかという話が、校長会で

出なかったのかと思います。

教 育 長： 夏季休業短縮の件ではなくて、６月からの分散登校のことについては

出ました。中学校は毎日登校させたい。小学校は毎日だと小さい子が大

変なので、１日おき登校にしました。

教育長職務

代理者：

７月８月は全員が登校しているわけですよね。去年の議論の中では、

暑さ対策のために夏休みを前倒ししてということもあったのに、本当に

いいのかと思ったりするところがあります。

教 育 長： できればやりたくなかったわけですが、これだけ長引くと、やらない

わけにはいかないです。どれだけやっても授業日数は満たせられません

ん。少なくとも、学習内容の積み残しはないようにしたい。１０時間で

教えなくてはいけないところを７時間、或いは５時間。新たなカリキュ

ラムを組み直して、何とかその学年で学習すべきことについては終えて
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いけるように、それをいわゆる９月スタートにはそろえたいなと思って

います。８月末までのところでは、この２ヶ月分の遅れを何とか取り戻

して、９月から正常な生活に戻していけたらと思っています。確かに髙

木委員のおっしゃることは心配しないわけではないです。

教育長職務

代理者：

校長先生方のご意見を反映できるような形で、最終的な結論に持って

いっていただきたいです。実際には無理なのかもしれません。これでや

るしかないのかもしれませんけど。

紀藤委員： 夏休み中のプールの行き帰りについても、時間帯が暑いということ

で、プールを無しにしてきた事情がありました。熱中症対策というのは、

ものすごく大切だと思っています。それからもう１つは、エアコンが付

いたからできるけれども、エアコンを付けることによって、密閉された

空間になると思うのです。だから、私自身も考えていますが、例えば１

５分おきに窓を開けるとか、扇風機を回すなど、そういう対策を考えな

いといけないと思っています。それから、子ども達は自分達で水筒を持

ってきてお茶を飲みますが、人のお茶を飲むということがよくありま

す。それは問題があると思うので、絶対にさせない方法を考えて、そう

いう貸し借りがないようにしていく必要性があります。自分の身は自分

で守るしかないので、そのことを教えながら、保育園でも小中学校でも、

指導をしていく必要があります。やっぱり一番は暑さ対策と熱中症で

す。エアコンが効いているから、熱中症にならないわけではない。暑い

時期は朝夕だけやるというわけにもいかないので難しいと思いますが、

できれば時間数の確保はしてあげたいです。対策会議で新たな問題点と

して出てくると思います。

教 育 長： 今いろいろご指導いただいた内容を学校現場にお伝えし、子ども達の

健康管理には十分留意をし、コロナ対策を十分行った上で、夏季休業を

短縮し、授業を実施するというような対策が取っていけたらと思いま

す。他にどうですか。

奥村委員： 中学校は給食の提供は、６月１２日まで行わないということですか。

教 育 長： そうです。これは学校現場の意向なんです。

奥村委員： 先ほどの要保護準要保護の給食費の助成は、この分散登校の期間はど

のようにされるのですか。

教 育 長： 現時点では考えていませんが、６月分はご負担をお願いすることにな

るかもしれません。他にどうですか。

奥村委員： もう１つ伺ってよろしいですか。江南市が数日前、この内容を報道に

出されていますが、何か反応があったとか、もし聞かれていることがあ

れば教えていただきたいです。

神谷主幹： 特には聞いておりません。

教 育 長： 実は３市２町の教育長会で、ある程度、話はしていました。たまたま

江南は校長会と定例教があの時期に重なったので、翌日、愛知県内で初

めて夏休みを短縮することが決められたと報道されました。
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神谷主幹： 元々の夏休みの予定は江南と１日ずれていますが、新たな夏休み期間

は同じです。

教育長職務

代理者：

夏休み期間中の土曜日の授業などは、全く議論には出てきませんでし

たか。

教 育 長： 土曜日は先生方の給与の関係があるんですよね。労基法でもご存知か

と思いますが、基本的には 1日８時間、週４０時間。土曜日に勤務する

と、先生方の勤務が長くなり前に戻ってしまいます。他にどうですか。

堀 委 員： 全く違うことですが、前回の資料に児童クラブはインターネットでの

学習はできませんと書いてありますが、今は中学３年生しかズームがや

れないから関係ないにしても、今からどんなことが起こるかわからない

ので、やれる時にインターネットが使える環境にしておいていただける

といいなと思います。ネットを使うことはこれから増えてくると思いま

すが、児童クラブの子は、あそこで何時間か過ごすわけなので、やはり

家庭と同じような環境を置いてあげるといいと思います。

教 育 長： ご意見ですね。検討していきたいと思います。他にどうですか。

紀藤委員： 犬山幼稚園と子ども未来園の再開というのは、これに準じて行うとい

うことですか。

上原課長： 犬山幼稚園は小中学校に合わせて再開して参ります。

教 育 長： その時の登園は分散ではないですか。

上原課長： 通常どおりの登園を考えております。

教 育 長： 子ども達は、年代によっても人数は違いますけど、要は密を避けるた

めにということですが、教室は分けられていましたね。

上原課長： はい。３密を避けた形で運営したいと思っています。

教 育 長： 実は僕、小中学校でも学校によっては、学級の規模によりますけれど、

２０人規模の学級ばかりであれば、分散登校する必要はない。ただ、時

間をずらして登校させなければいけないということはありますけど。教

室の中が、３０、４０と密の状況になる場合については、分散が必要か

なと思います。ただ、教室があり余っているなら、教室を分散させれば

済んでいきますが、そんな学校ばかりではないのでということです。他

にどうですか。

奥村委員： 資料№９、1ページ（２）①全学年対象のデジタルコンテンツ（動画

の活用）ということに関しては、小中学校全部なんでしょうか。

教 育 長： これは全部です。犬山市教育委員会の新たなホームページを見ていた

だくと、小学校の１年生から中学校３年の全学年が活用できます。教科

によってオープンしていないところもありますが、だいたいが全学年対

象です。

神谷主幹： 教育長が申し上げたとおり、全学年が対象です。市教委の新たなホー

ムページに貼り付けてあるものを、世界中の誰もが見られますが、アク

セスが集中しないように、直接うちに来てもらうように案内しました。

今回の臨時休業で、教科書会社が著作権を放棄して作成してくれたもの
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を取りまとめたものです。次ページ②の中学３年生向けに先生方が作る

動画は、著作権が関わってくるものがあるので、決められた範囲の中で

パスワード、ＩＤで見られるようになっています。

教 育 長： 他にどうでしょうか。

奥村委員： 今後、ギガスクール構想でパソコンが１人１台というものは、もらえ

るものなのか借りるものなのか。どういう方向性というのがあれば、教

えていただきたいです。

長瀬課長： 本来ならギガスクール構想は、令和２年度から令和５年度の長期のス

パンで導入していくものでした。最初、今年度については小学校５年６

年中学校１年の３学年分をまず補助しましょうということでした。先般

４月の第１次分として、３学年の４万５千円分の３分の２の費用を、国

が持っていただくように内示はきています。４月３０日に国会の方で、

新型コロナの補正予算が通っていまして、そこの中に本来は３年度から

５年度までに整備するはずだった、あと６学年分の補正予算が通ったと

聞いていますけれども、内示はまだ来ていないので、確認は取れていな

いです。全学年分を２年度で整備するということで、国の方は決めてい

るので、うちの方も最初９月補正でいいのかなと思っていたのですが、

それはちょっと時期が遅すぎるということで、今、例えば６月議会の最

終日で補正を出すとか、他市町さんですと６月議会を逃すと９月しかな

いのですが、犬山市は通年議会になったので、例えば 7月にお願いする

とか、８月に議会を開いてくださいということも可能ですので、その辺

を踏まえて検討をしていまして、ちなみに先日丹葉地区で協議会を開い

た時に、扶桑町さんは６月補正で対応するとお聞きしていますけど、他

の市町さんはまだ犬山と同様に、９月でいいのかなというお話をされて

いるという状況です。貸与かどうかという事は、私個人の意見としては、

国の補助金と市費を投じて、買うかリースかどちらにするかわかりませ

んが、市のものになります。それを差し上げるというのはなかなか難し

いですし、国の交付金は１０年縛りもあるので、貸与になると思ってい

ます。

教 育 長： リース契約をしたら、個人のものにはなりません。おそらくそのスタ

イルだと思います。他にどうですか。よろしいですか。

では夏休みについては８月８日から２３日の１６日間ということで、

よろしいですか。ありがとうございます。

あとは校長会では、７～８つのことについて話をしてもらったのです

が、５月２１日木曜から５月３１日日曜日の、授業再開準備期間に臨時

登校日を設けるかどうかということも検討したんですけれども、６月１

日から分散登校を行うのに備えて、小学校は通学班で、中学校は学年ご

との各学校の実情に応じて、登校日を設けましょうということです。

それから、６月１日から１４日の分散登校をどう実施するかですが、

小学校は通学班ごとにグループに分けて、1日おきの登校にする。そし

て弁当箱形式の給食を実施する。５時間授業をやった後、通学班で下校
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していく。中学校については、各学級をほぼ半数に分けて、午前３時間。

下校。午後３時間。下校。毎日登校させたいということですので、給食

をやっていると煩雑になるということですので、中学校は給食なしでや

りたいということです。ただ、１５日以降の授業をどう再開していくか

ということですが、臨時休業期間は小学校が３４日、中学校が３５日に

相当するんですけれども、そのできなかった学習内容を、分散登校の期

間、それから夏休みの削減によって登校する日を含めて特別カリキュラ

ムを作り、９月１日には年度当初に予定していた学習が、予定通り実施

できるように、授業の進行を取り戻していくということです。授業日数、

授業時数を満たすのは難しいけれども、学習内容については、積み残し

のないようにする。積み残しが出るような場合については、冬休みを短

縮することも検討しないといけないということです。それから給食につ

いて、小学校は分散登校期間は１日おき、１５日からは通常どおり。中

学校は分散登校期間はなし。１５日からは通常どおり実施するというこ

とです。

それから水泳の授業については、小学校はやりません。ただし、中学

校は部活動については水泳をやらせるので、プールが使えます。中学校

も水泳の授業はやめたほうがいいとはいうものの、暑いのでやらせたい

という意見もあり、保留です。

それからふれあい運動会については、３密は避けられないということ

や、授業の遅れをさらに加速させる危険性があることから、今年度につ

いてはやめたいという意向を持っています。

その他ということで、今井小、栗栖小については３密を回避できるこ

とから分散登校ではなくて、６月１日から通常通りの授業を再開しま

す。暑い中での登下校となることから、中学校については体操服の通学

を認めていきます。音楽、保健体育、家庭科等の感染リスクの高い教科

の学習については、時期を入れ替えたり、実施を見送ったりするなど、

校長会の教科の専門の校長がおりますので、校長会で検討したいと言っ

ております。最後になりますけれども、新型コロナウイルスの感染を回

避するという理由から、登校しない、登校させたくないという児童生徒

については、出席停止として扱う。欠席日数には計上しないという扱い

をしましょうということで、話をいたしました。

今の話も含めて何か、もしあるようでしたら。よろしいですか。

紀藤委員： 出席停止にしてしまうと、今度は不登校なのか何なのかわからなくな

りますね。

教 育 長： コロナを理由としてという条件付きになりますが、その辺難しいとこ

ろはあります。ただ不登校になっている子が、いくら理由をつけてコロ

ナでどうこう言っても、そういう扱いにはならないです。他によろしい

ですか。ではこれで協議連絡事項を終わります。

自 由 討 議

教 育 長： 自由討議に移ります。発言はありませんか。
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〇中学３年生の進学指導について

・本人や保護者の不安を取り除くために、再開したら早急に指導を始

めてもらいたい。

・本来は２年生の後期から行いますが、３月が休業期間でしたので、

安心していただけるように対応していきたい。

〇犬山の公共施設の開館について

・６月から開ける方向で検討中だが、どういうふうに開けていくかも

含めて検討中だ。

〇休業中の取組について

・教育委員会のホームページが新たに立ち上げられたことは有難いこ

とだ。

・各学校のホームページはこれまでは保護者向けの内容が多かった

が、学校が休業になって児童生徒向けに発信されている。新１年生向

けての学校探検や勇気づけるようなメッセージなど、活発に更新され

ているのを見ると先生方の熱意を感じる。学習内容だけではない教育

の根底にある不変的なものを伝えようとしていると感じる。

・中学３年生の動画配信の授業も子どもが楽しんで見ていて、とても

考えられていると感じた。

〇万一コロナが収束しなかった場合、学習はどうなっていくのか。

・中学３年生がやっているオンラインを拡大していくことになる。小

１まで広げていけば、その間にギガスクール構想に入っていってしま

うかもしれない。朝の会や授業に関わる内容も出来るようになるが、

１日中やるのは大変なことだ。たとえオンラインでやり取りが出来て

も、ベースは学習プリントになると思う。

・学習を見てあげられる家庭ばかりではないので、そういう家庭をど

うやってフォローしていくかが大きな課題だと思う。

・家庭任せでやらせるだけではなく、時期を決めてプリントを提出さ

せ、次の段階のプリントは渡すなど、各学校で工夫して対応している。

〇外国籍の子ども達への対応はどうなっているか。

・レベルにあわせた対応をしていると思うが、確認する。

そ の 他

教 育 長： 事務局、何かありますか。

事 務 局： ありません。

教 育 長：

閉 会

これをもちまして、５月定例教育委員会を終了（１６：１０）させて

いただきます。

【次回開催】 定例教育委員会 ６月３０日（火）１３：３０ ４０１会議室


